
新型コロナウイルスの影響を受けた

事業者向けの支援策について＜簡易版＞

補助金・助成金編



新型コロナウイルスにより資金繰りがひっ迫している

事業者の方も多いと思います。

前回は資金繰りについて検討をしましたが、今回は国

などから出されている補助金や助成金について検討を

していきましょう。



コロナの影響を受けている

事業者がすべき道筋

①応急処置

資金調達等

雇用調整助成金

②耐性強化

事業計画策定

経営環境整備

販路開拓

③売上回復

設備投資

販路開拓

今回はココ



コロナウイルスが終息

するのを待っているだけ

が経営者ではありません。

終息後の経営戦略につ

いても考えましょう。

（例）

・ターゲットはどこか？

（エリア、商圏）等

・自社の強みは活かせな

いか？

・どんな取組みで事業の

継続を図っていくか？

②耐性強化としてやるべきこと

＜支払について＞
 厚生年金保険等の猶予
→年金事務所に申請をして認め

られれば、各月に分割してするこ
とができます。

 国税・地方税の猶予
→申請をして認められれば、原

則１年間の猶予、延滞金の全部ま
たは一部免除が受けられる可能性
があります。

→猶予が認められる為には？
✔甚大な被害・損失が出た
✔本人・家族が病気にかかった
✔事業を廃止、休止した場合 etc

・経営環境を整える・事業計画を立てる

＜テレワークについて＞

 時間外労働等改善助成金特例

＜上限額＞ ＜補助率＞
100万円 1／2 助成

→就業規則等作成変更料やテレ
ワーク実施のための通信機器
の購入
※PC,タブレット等は除く

＜申請期限＞ ＜管轄＞
5月29日 厚生労働省

✔ 労災適用の中小企業事業主で
あることが必須

詳しくは、管轄の省庁または商工会までお問合せ下さい



補助金支援について

補助金種別
対象
補助率
補助額

利率・限度額・貸付期間

持続化補助金

小規模事業者等

補助額：
～50万円

補助率：2/3

①公募開始
令和２年３月１０日１８時～

②応募締切
第１回：３月３１日 （終了）
第２回：６月 ５日
第３回：１０月２日
第４回：翌年２月５日
※いずれも当日消印有効

ＩＴ導入補助金

中小企業・
小規模事業者等

補助額：
30～150万円
補助率：1/2

①公募開始
第１回 （終了）
第２回 未定

※令和２年度内複数回実施

←ＩＴツールを導入するための経費
の一部を補助し、生産性の向上を
図ることが目的です。
導入できるツールは、IT導入支援
事業者が登録するツールを導入し
た場合のみ対象となります。

←小規模事業者が商工会の支援を受け
ながら実施する地道な販路開拓等の
ための取組みを補助するものです。

（例）
・新商品陳列のための棚購入
・新商品販促用チラシ作成費
・倉庫管理システムのソフトウェア
を導入、効率化を図る

※コロナによる影響があれば加点措置されます



持続化給付金について
 持続化給付金とは？

コロナの影響を受ける事業者に、事業の継続を下支えするための給付金を支給するものです。

 給付額は？

法人200万円、個人事業主100万円 ※昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。

 支給対象は？

✔新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50％以上減少している方

✔大企業を除く中小・小規模事業者、個人事業主が対象

 想定質問

・支給対象の売上が前年同月比で50％以上減少の対象期間は？

→2020年1月～12月のうち、2019年の同月比で50％以上減少したひと月を選択する

・いつから申請はできますか？

→補正予算が成立後、１週間後程度で電子申請が開始される予定です

＜本件に関する問合せ＞ 中小企業金融給付金相談窓口 0570-783183（平日・休日9：00～17：00）

4/13現在



おわりに…

各種補助金や助成金は、日々更新・更改されています。

いち早く情報を入手することが、事業を継続していく上

で大事な要素の１つとなりますので、情報収集を怠らな

いようにして下さい。

和光市商工会では、常に最新の情報を入手し、会員の

皆さまに提供・提案をしていきます。


